
昭
和
二
十
五
年
人
事
院
規
則
一
四―

八

人
事
院
規
則
一
四―

八
（
営
利
企
業
の
役
員
等
と

の
兼
業
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
き
、
職
員
が
官
職
以

外
の
職
務
又
は
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
関
し
次
の
人
事

院
規
則
を
制
定
す
る
。

１
　
職
員
が
営
利
企
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社

そ
の
他
の
団
体
の
役
員
、
顧
問
若
し
く
は
評
議
員
の
職

を
兼
ね
又
は
自
ら
営
利
企
業
を
営
む
こ
と
（
以
下
「
役

員
兼
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
又
は

次
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
職
員

の
占
め
て
い
る
官
職
と
当
該
営
利
企
業
と
の
間
に
特
別

な
利
害
関
係
又
は
そ
の
発
生
の
お
そ
れ
が
な
く
、
か

つ
、
営
利
企
業
に
従
事
し
て
も
職
務
の
遂
行
に
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
法
の
精
神
に
反
し

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
場

合
の
ほ
か
は
、
法
第
百
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
人
事
院
は
、
法
第
百
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職

員
の
役
員
兼
業
等
に
承
認
（
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の

職
員
に
つ
い
て
は
、
自
ら
営
利
企
業
を
営
む
こ
と
の
承

認
に
限
る
。
）
を
与
え
る
権
限
を
所
轄
庁
の
長
又
は
行

政
執
行
法
人
の
長
（
以
下
「
所
轄
庁
の
長
等
」
と
い

う
。
）
に
委
任
す
る
。
所
轄
庁
の
長
等
は
、
そ
の
委
任

さ
れ
た
権
限
を
部
内
の
上
級
の
職
員
に
委
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
次
に
掲
げ
る

も
の

イ
　
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
職
務
の
級
七
級
以
下

の
職
員

ロ
　
行
政
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ハ
　
専
門
行
政
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
五
級
以
下
の

職
員

ニ
　
税
務
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
七
級
以
下
の
職
員

ホ
　
公
安
職
俸
給
表
（
一
）
の
職
務
の
級
八
級
以
下

の
職
員

ヘ
　
公
安
職
俸
給
表
（
二
）
の
職
務
の
級
七
級
以
下

の
職
員

ト
　
海
事
職
俸
給
表
（
一
）
の
職
務
の
級
六
級
以
下

の
職
員

チ
　
海
事
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

リ
　
教
育
職
俸
給
表
（
一
）
の
職
務
の
級
三
級
以
下

の
職
員

ヌ
　
教
育
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ル
　
研
究
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
四
級
以
下
の
職
員

ヲ
　
医
療
職
俸
給
表
（
一
）
の
職
務
の
級
二
級
以
下

の
職
員

ワ
　
医
療
職
俸
給
表
（
二
）
の
職
務
の
級
七
級
以
下

の
職
員

カ
　
医
療
職
俸
給
表
（
三
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ヨ
　
福
祉
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

タ
　
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
一
級
の

職
員

二
　
任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

三
　
副
検
事

四
　
行
政
執
行
法
人
の
職
員

３
　
所
轄
庁
の
長
等
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
毎
年
一
回
、
当
該
所
轄
庁
の
長
等
又
は
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
た
承
認
の

状
況
を
人
事
院
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
人
事
院
は
、
所
轄
庁
の
長
等
又
は
そ
の
委
任
を
受
け

た
者
の
与
え
た
承
認
が
第
一
項
の
規
定
に
反
す
る
と
認

め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
職
員
が
法
第
百
三
条
又
は
法
第
百
四
条
の
規
定
に
よ

る
承
認
又
は
許
可
を
得
て
官
職
以
外
の
業
務
に
従
事
す

る
た
め
に
そ
の
勤
務
時
間
を
さ
く
場
合
に
お
い
て
は
、

さ
か
れ
た
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
給
与
を
減
額
す
る
。

６
　
非
常
勤
職
員
（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
及

び
臨
時
的
職
員
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
三
条
第
一
項
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。

７
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
承
認
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
人
事
院

規
則
一
四―

八―

一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
四
日
人
事
院
規
則
一

―

二
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
五
日
人
事
院

規
則
一―

二
六
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

旧
法
再
任
用
職
員
に
係
る
再
任
用
及
び
再
任
用
の
任
期

の
更
新
の
状
況
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
二
五
日
人
事
院

規
則
一
四―

八―

二
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
人
事
院

規
則
一
四―

八―

三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

前
の
規
則
一
四―

八
の
規
定
に
よ
り
自
ら
営
利
企
業
を

営
む
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
職
員

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
四―

八
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
轄
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を

受
け
た
者
に
よ
り
当
該
営
利
企
業
を
自
ら
営
む
こ
と
に

つ
い
て
承
認
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院

規
則
一―

三
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則

一
四―

八―

四
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
人
事
院

規
則
一
四―

八―

五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

四
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
人
事
院
規

則
一―

五
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

五
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
五
日
人
事
院

規
則
一―

五
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

五
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規

則
一―

六
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
八
日
人
事
院
規
則

一―

七
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

1


